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千葉県職員措置請求書

(平成２１年度 千葉県政務調査費の一部返還請求）

一、 「請求の要旨」

第１、 政務調査費の性質と適正な使用の考え方

1. 地方議会議員は地方自治法（以下法という）２０３条により、報酬、費用弁償、期末手

当など条例で定めた範囲内で支給を受けられる。議員は非常勤であり、その報酬等の性格は

労働者の給与とは異なる。

かくて、議員として本来職務を全うするために必要な報酬が認められている。

この２０３条による報酬は、千葉県においては月額にして８５万３６００円と高額である。

これに期末手当として年２回６月に月額の２.１２５ヶ月分、１２月に２．３２５ヶ月分の支

給を受ける。それだけでなく、議員の充て職となる職務についても月々高額の報酬が支給さ

れている。したがって、今や議員は年１５００万円になんなんとする高額所得者である。

これに対し、年間のうち、ごく限られた議会や委員会に出席することは、議員の「最低限

の義務」というべきであるが、積極的に発言活動することは必ずしも義務化されていない。

もとより、再選や党派支持の拡大という議会活動外の多くの活動は議員の「義務」ではない。

議員として要求されるマナーや兼職等の制限を受けるも、その義務付けられた行為に対し報

酬は非常に高額である。世界的水準からしても高いことはよく指摘されている。

議員に義務化された活動からして、本来議員に期待される議員として見識を高めたり、そ

の自治体の実情を知り調査して議会活動に反映することは、そもそも報酬でもって十分報わ

れるものである。加えて、議会活動に必要な費用の実費弁償は別途される。

従って、本来狭義の報酬や特別必要な費用以外は不要といえ、国会議員における立法事務

費のようなものは全く想定されなかったのである。

ところが、東京都など大きな議会での第二の報酬、費用弁償ともいうべき事実上の「調査

研究費」の支給が手前味噌的に全国化した。都道府県、政令市から市町村の一部にまで事実

上支給される実情の下にこれが社会問題となり、住民訴訟でも是正を求められることが生じ

た。そこで、全面禁止でなく限定した条件の下に条例を定めて支給することが検討された。

それが地方自治法１００条の改正であった。

したがって、「政務調査費」は、本来２０３条の報酬や費用弁償、期末手当、さらには退

職金、退職一時金などで高額の報酬、費用弁償、手当、金員が支給されることを踏まえ、こ
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れらでは荷い難い議員の不可欠な活動としての調査研究に必要な経費であり、且つその一部

であることが明らかな支出にのみ支給が許されると言うべきである。

２. 法１００条の改正で条例により「調査研究に資するため必要な経費の一部」が会派お

よび議員に交付することが認められるようになり（法１００条１３項）、本件千葉県の条例

もこれに基づくが、これは議員会派または議員のあくまで千葉県議会議員としての調査研究

費用であり、いやしくも政党政治活動、再選挙、支持者拡大の活動とは明確に切り離された

もので、その調査・研究の性格内容が、千葉県の議員としての説明責任を果たしうるものと

して職務委嘱が成立している経費実費の一部補填というべきである。政務調査費の原資は、

公金（税金）であり、県民に対してその内容、その額、相当性等説明責任を有するものであ

るから議員が主観的に自由に使ってよい報酬と異なり、いわゆる「渡し金」の給付金と本質

的に異なるものである。

したがって「政務調査費」は、いやしくも私的流用が疑われる事態、また私的利用との混

入は避けるべきである。議員としての教養見識を高めるものであってもそれは本来報酬たる

月額の給与で賄うべきであり、政務調査費の第二給与化は厳に避けなければならない。

３. 議員が「政務調査費」でよく利用するパソコン、プリンター、カメラ等備品、また全

て政務調査費に使いきれず残存することになる文具、用具は、結局個人の私物化にされるの

であり、そもそも私的利用が予定されているといえ、政務調査として違法不当になるものが

多いといえる。

特に近時千葉県の議員活動の実態は、政党的立場からする主義主張や自らの再選のための

集票準備活動や一部住民の利権擁護や代弁活動（例えば口利き）が目立ち、政務調査費につ

いても、真に千葉県全体のための公的目的からする県民全体に役立ち、調査研究で議員の正

当かつ期待される議会を充実させる活動に有効、効率、経済的な使われ方をしていると言え

ないものが多い。

これは法２条１４項等地方自治体関係法の規定する公共性、公益性、効率性ある使用を担

保する水準に程遠い。調査研究費は、議員や会派が使う事実上の一般費用の一部ならよいと

いうものではない。その公正な目的、有効、有用性等を県民に説明できないものは適正な交

付でなく、仮に支出してもその返還清算をしなければならないというべきである。

以上の基本的な基準により千葉県議員らの支出で検討すると、調査研究費が全体の５．

８％に止まり、これは法律の趣旨から離れているといわなければならない。さらに、具体的

支出項目について検討すると、適正な支出と認められないものが多く支出されている。

別表ー政務調査費事業実施報告書 ％表示
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第２．政務調査費の違法、不当な使用事実並びにその理由

１． 広報費の一部は政務調査費として認められない。

広報・広聴費の使途は、県政に関する政務調査に関する広報・広聴に限定される。し

かしながら、千葉県の政務調査費に関する条例、規則、手引きには、県政に関する政務調

査・報告とそれ以外の会派・議員個人の活動報告との区別が明確に定められていない。こ

のため、本来県政の政務調査研究と無関係な会派・議員独自の広報・広聴への政務調査費

支出が混沌となっている現状である。

そのため、これを仕分けし、政務調査研究の結果の広報が必要でありそのための費用も

法が認める政務調査研究費であるとして、これに外れた支出は次のとおりである。

１）亀田郁夫議員の「響・春号」「響・夏号」「響・冬号」は、議会報告に関する記事部分は

政務調査費としての使用を認めるが、議員自身に関する記事や写真は再選活動であり、後援

会に関する記事とともに政務調査費の使用は認められない。

よって、「響・春号」は記事の面積比で３５％。「響・夏号」は２５％。「響・冬号」は５０％

を占め、編集代一式、印刷代、折り込み代とし支出された１，６４２，５７８円を同率で按

分した１，０５３，９２５円が返還されるべきである。

（２）「県南思考」は、亀田郁夫議員、木下敬二議員、秋山光章議員が共同で発行している

共同誌である。議員の写真が多く掲載され、議員自身の意見や感想が中心であることから、

これらは議員の再選活動であり、面積比で５０％を占めていることから「県南思考」の編

集代一式、印刷代、折り込み代として支出された８９９，５３７円を同率で按分した４４

９，０６８円が返還されるべきである。

（３）「県議会リポート」は、後援会活動、政党活動との記事の面積比で 50％を占めている

ことから、支出された９７，７２２円を同率で按分した４８，８６１円を返還させるべき

である。

証ー１

２）佐野彰議員の県政報告「まごころと実行」は、議員自身の写真と名前が大きく掲載され

、記事は議員自身の活動報告と意見が中心でこれらは議員の再選活動であり、面積比で５

０％を占めている。よって、県政報告の印刷代、印刷の版下とフィルム代、郵送代として按

分率１００%で政務調査費より支出された２，２７６，１３７円の同率で按分した１，１３

８，０６８円を返還させるべきである。
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（２）県政広報冊子６００冊のコピー代として政務調査費より支出された３１１，１００

円は、提出された領収書等にはその目的、仕様が記載されていない。このため、６００冊

という数量から後援会向けのコピーであったと考えるほかなく、よって全額返還されるべ

きである。

（３）領収書番号４５番、３月５日付広報誌編集費２００，０００円は、領収書発行者の

住所、事業者名が消されていることから領収書として認めることが出来ないことから、全

額を返還されるべきである。

証ー２

３）高木衛議員の、広報紙製作料は、４件で年間総額３，１８５，０００円を支出し、１２

月２５日支払い分を「後援会活動との按分７５％」としたほかは１００％政務調査費によ

るとして、年額２，９７０，０００円を請求した。

内訳は、収支報告書によると、広報紙、印刷、折込代とあり、出納簿では、広報紙

製作料とのみ記載され、領収書には、広報紙成作、広報紙作成、広報紙製作と記載されて

いる。

これらの書式の情報を統合すると、領収書の発行元「政経ジャーナル 市原新聞」社に

広報紙の企画作成を依頼し、製作、印刷、折込、から広報紙の製作と（一般新聞）折込を

行い、新聞の戸別配達を利用して一般市民に配布し、広報の事業を委託したと主張して

いるものと思われる。

しかしながら、４件の領収書には「広報紙作成」とのみ記入されていることから、この

記述による妥当性を判断すると、広報紙の企画、デザイン、版下の作成業務と判断でき、

作成したＡ４もしくはＢ４サイズ、両面で２ページと判断しても、８６０，０００円の支

出は高額にすぎる。

高額との判断として、同じ市原市選挙区で、杉田守康議員の整理番号７１番による、同

じ「政経ジャーナル市原新聞」社、広報紙成作（原文のまま） 、Ｂ４版、５万部１ペー

ジが金額３００，０００円で成立している。

また、杉田守康議員の整理番号８３番により、同じ選挙区でのＢ４版２ページ、８万１

千部印刷代として３３８，２５０円。整理番号８４番により、同じ選挙区での新聞折り込

み配布料として、Ｂ４版 ２ページ ８万部で、３１８，０００円で契約が成立している

事例からも明らかである。

このことから、政務調査費による支出は認められず、支出した２，９７０，０００円、

全額の返還を求める。

なお、当該の作成、配布された成果物を入手できなかったため、記事の内容の妥当性は

検証していない。このため記事内容の按分が必要となった際は、監査委員による検証を期
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待する。

証ー３

２． 人件費の一部は政務調査費として認められない。

千葉県の規則では、「会派又は議員が調査研究のための活動のために常時又は臨時に

雇用する事務員等の給料又は賃金、各種手当、社会保険料等の雇用に要する経費をいう」

と、人件費として支出を認めているが、調査研究をする事務員が、それを専業とするわけ

でなく、それ以外の職務にも従事させられる可能性が高いし、それが現実である。さらに、

調査研究活動をする能力もない親族等を単なる名目上の事務員とし、それを費用化するも

のもあり、実質的に調査研究事務に従事させていない可能性も高い事例が言われている。

このように、会派・議員の調査研究に資するための経費以外に流用されやすく、現実的

にも乱脈な使われ方をしている人件費には厳正に対応すべきである。

また、個別調査に伴う経費はともかく、常時のアルバイトを雇い、人件費として調査研

究費を使うことは必要性、公益性に乏しく、厳格な公益性、有効性、効率性、経済性の証

明で説明責任を果たすことが必要である。

１）伊藤和男議員は、５名（A,B,C,D,E）の事務員を雇いその給与を後援会活動との５０％

按分で１２ヶ月間、毎月次のように政務調査費から支出している。

支払額 政務調査費分

A １００，０００円 ５０，０００円

B １００，０００円 ５０，０００円

C ８０，０００円 ４０，０００円

D ８０，０００円 ４０，０００円

E ９０，０００円 ４５，０００円

まずは、５人の事務員雇用には大いに疑問があると言わざるを得ないところである。

即ち、政務調査のための雇用を認めるとしても、５名の雇用理由が提示されず、雇用した

結果の成果も示されていないことから、政務調査活動以外の業務についていると想定せざる

を得ない。千葉県議会議員の事務員の雇用状況および議員の業務状況から判定し、多く見て

２名いれば充分と思われ、５人全てについての政務調査費使用には合理性がない。

従って、C,D,E，に政務調査費から支払われた合計１，５００，０００円は目的外支出と

して返還させるべきである。

証ー４

２）伊藤丈議員は４名（E，F，G，H）のアルバイトを雇い、毎月のアルバイト代を他の活

動との按分で７５％を政務調査費から支出している。

各人ともに支払額は５０，０００円、政務調査費支出額は３７，５００円である。政務
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調査のために毎月４人のアルバイトが必要とは思われず、４名の雇用理由が提示されず、雇

用した結果の成果も示されていないことから、政務調査活動以外の業務についていると想定

せざるを得ない。千葉県議会議員の事務員の雇用状況および議員の業務状況から判定し、多

く見て２名いれば充分と思われ、４人全てについての政務調査費使用には合理性がない。

したがって、E，Fに支払ったアルバイト代の合計９００，０００円は目的外使用として

返還させるべきである。

証ー５

３）竹内圭司議員は、３名（A,B,C）の事務員を雇いその給与を後援会活動との５０％按分

で１２ヶ月間、次のように政務調査費から支出している。

人件費 政務調査費 政調費１２ヶ月間

A ２５９，５００円 １２９，７５０円 １，５５７，０００円

B ８０，０００円 ４０，０００円 ４８０，０００円

C ２５０，０００円 １２５，０００円 １，５００，０００円

政務調査活動に３人の事務員雇用には大いに疑問がある。

政務調査のために毎月３人のアルバイトが必要とは思われず、３名の雇用理由が提示さ

れず、雇用した結果の成果も示されていないことから、政務調査活動以外の業務について

いると想定せざるを得ない。千葉県議会議員の事務員の雇用状況および議員の業務状況か

ら判定し、多く見て２名いれば充分と思われ、３人全てについての政務調査費使用には合

理性がない。

従って、事務員Cに政務調査費から支払われた合計１，５００，０００円は目的外支出

として返還させるべきである。

証ー６

４）杉田守康議員の人件費は、政務調査のための事務員として、杉田建材株式会社からの

出向社員２名を採用し、出向費用として社員・山口分が２，８８０，０００円。社員・

片岡分が２，１６０，０００円のうち、後援会との按分率５０％として、１，４４０，０

００円、１，０８０，０００円を杉田建材株式会社に支払っていることが、提出された領

収書により説明される。

杉田建材㈱は、杉田守康議員が同社を創業し、役員に一族が歴任している同族経営会社

である。

同社から出向させている２名には人件費として、２，８８０，０００円、２，１６０，

０００円の他に、労務費として労働保険料、ボーナス、退職引当金相当額、などが支出さ

れているはずである。

このことから、２名の事務員は杉田建材株式会社の支配を受けており、千葉県政のため
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政務調査活動を行うことに制約を受けていることが想定されることから、これは政務調

査費を使用してする正常な雇用関係とはいえず、政務調査費の支出は認めることが出来な

いことから、全額の２，５２０，０００円を返還させるべきである。

証ー７

３．ガソリン代の一部は政務調査費として認められない。

ガソリン代の取り扱いにつき定めた政務調査費の手引き、第３章 使途基準各項目別の運

用指針は、具体的必要性を特定せずに、「自動車等の借上げに要する経費」で支出を認めてい

るが、借上げ及び自家用車のガソリン代は公私の区別が不可能な費目であり、支出に当たって

は充分な説明責任を果たすことが求められる。

支出には、借上げ及び自家用車の具体的な目的と使用状況を議員が明らかにすることが必

要であり、調査研究よりも他にも利用されることの多い自家用利用につき、支出を認めること

は違法である。政務調査費は、議員報酬と異なり、県民からの付託を受けたいわば預かり金た

る性質を有するものであるから、政務調査研究に資する具体的な利用状況に応じて支払われる

べきである。

現状は、ほとんどの議員の領収書等に、具体的な目的と使用状況の記録が無く、これを確認

することが出来ない。このため、議員の業務状況から判定して、ガソリン代等の名目による支

出の、一部返還を求める。

１）伊藤丈議員は、ガソリン代を年間５８８，４８１円支払い、７５％按分とし４４１，３

５９円を政務調査費として支出した。

これは月２５日使ったとしても毎日１１０キロ（１２５円／L,７キロ/L）を走らせたこと

になり政務調査以外の要件で大半が使われたとみなすのが妥当と考える。

従って、２５％程度が政務調査費としての使用が妥当と考え、下記差額２９４，２３９円

を目的外支出として返還させるべきである。

政務調査費支出額４４１，３５９円－１４７，１２０円

（５８８，４８１円×２５％）＝２９４，２３９円

証ー８

２）石井宏子議員は、ガソリン代を年間２８８，７２１円支払い、２５％按分とし７２，１

８０円を政務調査費として支出した。

これらの使用状況を確認する領収書等に、領収額が不明確（整理NO ３，４０，４１，

４２）で、領収書と認められない。また、年度末に、２４４，２８１円を支出（整理NO ２

８８）しているが、同様に不明確であり、その使用状況を確認できないことから、これら５

件の合計額６４,０７０円は、目的外支出として返還させるべきである。
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また、領収書等に使用目的等が不明な点は同様である。

証ー９

３）内田悦嗣議員は高速道路代（整理NO ５８,７５,９１，１１０，１３３，１６０，１７

６，１９４，２０９）を年間合計で８６，１００円を政務調査費１００％として支出して

いる。

しかし添付されている高速料金額が高額に過ぎ、添付領収書全てが政務調査のためとは考

えられず、これに合理性は認められず、他方ガソリン代は政務調査費案分率を２９％として

いるところである。

従って、妥当な案分率を５０％とし半額の４４３，０５０円は目的外支出として返還させる

べきである。

また、同じく調査研究費として１６件１８，７１０円の電車代を政務調査費から支出し

ているが、このうち７件それぞれ1、３４０円（整理NO９２，９６，１０２，１１５，２

１３，２１７，２２２）は本人の最寄り駅から県庁までの電車賃であり政務調査のためと

は考えられない。

ことさら、NO １０２，１１５，２１３は議会開会中の使用であり、このことからも

目的外支出は明白であり、少なくても７回分９，３８０円（１，３４０円×７）は返還

させるべきである。

証ー１０

４）木名瀬捷司議員は、ガソリン代を年間６９０,４１４円支払い、按分率３０%として政務

調査費より２０７,１１８円を支出した。これは３８,４００㎞に相当し、月２５日車を走

らせたとして毎日１２８㎞ずつ走行したことになる。政務調査としての走行は２５%程度

が妥当と考えられ、差額３４,５１５円は目的外支出として返還させるべきである。

証ー１１

５）信田光保議員は、ガソリン代を年間６１６,３６８円支払い、按分率５０%として政

務調査費より３０８,１７４円を支出した。これは３４,５００㎞に相当し月２５日車を走

らせたとして毎日１１５㎞ずつ走行したことになる。政務調査としての走行は２５%程度

が妥当と考えられ、差額１５４,０８７円を目的外支出として返還させるべきである。

証ー１２

二 、「求める勧告措置」

第１、 平成２１年度 千葉県政務調査費において、千葉県の蒙った損害額は別表－２のと

おり総額で１４，６２９，４８５円であり、この返還を知事が各議員に対して求めるよ
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う勧告されること。

監査委員が請求人の措置要求を認めない案件については、請求人が各議員の項目毎に理

由を明記している様に、その適法性を積極的に認めた説明責任が果たされている理由を

項目毎に明記されたい。

第２、政務調査費を認めるとしても、必要であり、有効性、効率性、経済的なもので公益性

の説明ができるものに限り支出できる運用を求め、現状の安易な支出をやめさせること

が求められる。

そのため、運用方法の見直し、および次について、監査委員は議長に勧告されること。

１．領収書等に、目的、有効性、効率性、経済的かつ公益性の説明を添付すること。

２．支給方式を後払いにすること。

３．クレジットカードやポイントカードの利用を禁止するか、その利得を返還させるこ

と。

第３、政務調査費の運用を適正に実施し、県民の付託に応えるために、議長および議会事務

局の果たす役割は大きい。

政務調査費の適正運用について、２０１１年１月１７日、議会議長に要望書を送付し、

２月１７日に回答を得たが、内容のない回答文からはその職責を自覚していないと思わ

ざるを得ない。

議会事務局は、面談の際には速やかな措置を約束しながら、２月２１日に発出した議

会議長にあてた再度の要望書を放置し、再三の抗議で２週間後の３月８日に一部議員に

要望の情報が伝達されたようである。

証ー１３

ことほど、県民から付託された公金の適正な執行について、関係部門の無気力ぶりに

はあきれるほかない。

政務調査費の適正な執行と、県民への説明責任を的確に果たすべく、監査委員は議長

に勧告されること。

以上、法第２４２条第１項の規定により、別紙 事実証明書を添え必要な措置を請求する。

２０１１年 ３月１０日

千葉県監査委員 様
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請求人 （住所） 〒 ２６０－００１３

千葉市中央区中央３－１５－６

やまちょうビル６階 渚法律事務所内

（氏名） 千葉県市民オンブズマン連絡会議

代表幹事 広瀬 理夫

（連絡先 ： 村越 ０９０－９３６７-３７９８）

事実証明書 別紙添付



証拠番号 証拠の標目 1 2 3

亀田郁夫議員

証ー２ 佐野彰議員

証ー３ 高木衛議員

証ー４ 伊藤和男議員

証ー５ 伊藤丈 議員

証ー６ 竹内圭司議員

証ー７ 杉田守康議員

証ー８ 伊藤丈 議員

証ー９ 石井宏子議員

証ー１０ 内田悦司議員

証ー１１ 木名瀬捷司議員

証ー１２ 信田光保議員

① 要望書 県オンブズ 2011年1月17日 適正運用についての調査要望した

② 回答書 議長 2011年2月17日 現状に問題はない、との回答書

③ 要望書 県オンブズ 2011年2月21日 議員への対応を求めた再度の要望

証ー１３

証ー１

ガソリン代の支出に、相応しくない事項があること

交通費の支出に、相応しくない事項があること

ガソリン代の支出に、相応しくない事項があること

ガソリン代の支出に、相応しくない事項があること

人件費の支出の一部に相応しくない事項があること

人件費の支出の一部に相応しくない事項があること

人件費の支出の一部に相応しくない事項があること

ガソリン代の支出に、相応しくない事項があること

① 出納簿 ② 領収書 ③ 杉田建材㈱のHPから

広報費の一部に使用した広報紙等が相応しくない支出であること。

広報費の一部に使用した広報紙等が相応しくない支出であること。

広報費の一部に使用した広報紙等が相応しくない支出であること。

人件費の支出の一部に相応しくない事項があること

響・県南思考・県議会リポートの内容が後援会活動、再選活動を含んでいること

① 出納簿 ②領収書 ③杉田守康議員の領収書

証 拠 説 明 書

出納簿 ○印の整理番号が当該の支出

① 調査表 県オンブズ作成 ② 領収書

出納簿 ○印の整理番号が当該の支出

出納簿 ○印の整理番号が当該の支出

① 出納簿 ② 領収書



別 表－２

議員名 返還額 （円） 項目 （円）

1 1 亀田郁夫 1,053,925 広報費

2 亀田郁夫 449,068 広報費

3 亀田郁夫 48,861 広報費

2 佐野彰 1,138,068 広報費

2 佐野彰 311,100 広報費

3 佐野彰 200,000 広報費

3 高木衛 2,970,000 広報費

2 1 伊藤和男 1,500,000 人件費

2 伊藤 丈 900,000 人件費

3 竹内圭司 1,500,000 人件費

4 杉田守康 2,520,000 人件費

3 1 伊藤 丈 294,239 ガソリン代

2 石井宏子 64,070 ガソリン代

3 内田悦嗣 443,050 ガソリン代

② 内田悦嗣 9,380 ガソリン代

4 木名瀬捷司 34,515 ガソリン代

5 信田光保 154,087 ガソリン代

計 13,590,363

999,341

返 還 請 求 額

番号

6,171,022

6,420,000


